
様式第４－２

整数部 小数部
    #1011 ● 賦課期日の「月」を入力 － － 9(2)

    #1012 ● 賦課期日の「日」を入力 － － 9(2)

    #1013 ● 本算定日の「月」を入力 － － 9(2)

    #1014 ● 本算定日の「日」を入力 － － 9(2)

    #1021 ● 様４－１#1021 － －

    #1022 ● 様４－１#1022 － －

    #1031 ● 様４－１#1031 － －

    #1032 ● 様４－１#1032 － －

    #1041 ● 様４－１#1041 － －

    #1042 ● 様４－１#1042 － －

    #1101 ● 様４－１#1101 － －

    #1102 ● 様４－１#1102 － －

    #1051 ● 様４－１#1051 － －

    #1052 ● 様４－１#1052 － －

    #1061 ● 様４－１#1061 － －

    #1062 ● 様４－１#1062 － －

    #1071 ● 様４－１#1071 － －

    #1072 ● 様４－１#1072 － －

    #1081 ● 様４－１#1081 － －

    #1082 ● 様４－１#1082 － －

    #1092 ● #1022+#1032-#1042+#1102+#1052-#1062+#1072-#1082 － －

    #1132 ● － － 9(2)

    #1134 ● － － 9(1) 9(12)

    #1142 ● － －

    #1144 ● － －

    #1152 ● － －

    #1172 ● DOWN[{260000*#1142-DOWN(#1144*#1132,0)}/#1134/1000,0] － －

    #1182 ● #1152-#1172 － －

    #1194 ● IF #1132 = 0 OR #1134 = 0 THEN 0 ELSE #1092-#1182 － －

    #1201 ● ● 前年#1202 － －

    #1202 ● ROUND{#1092*1000/様３－１#048,0} － －

    #1203 ● DOWN(#1202/#1201,2) － － 9(2)

Type
項目番号 入 計 転 計算式・転記式等 転記先様式



様式第４－２

チェック内容 左辺式 右辺式 結果式

#1092 ≧ #1152 #1092 #1152
IF 左辺 ≧ 右辺 THEN "○"
ELSE "×"

総結果については、チェック結果に"×"が１つあれば"×"、そうでなければ"●"とする。

#1142 ≦ #1144 #1142 #1144
IF 左辺 ≦ 右辺 THEN "○"
ELSE "×"

総結果については、チェック結果に"×"が１つあれば"×"、そうでなければ"●"とする。

#1142 ≦ 様式第３－１#058 #1142 様３－１#058
IF 左辺 ≦ 右辺 THEN "○"
ELSE "×"

総結果については、チェック結果に"×"が１つあれば"×"、そうでなければ"●"とする。

#1144 ≦ 様式第３－１#047 #1144 様３－１#047
IF 左辺 ≦ 右辺 THEN "○"
ELSE "×"

総結果については、チェック結果に"×"が１つあれば"×"、そうでなければ"●"とする。

#1152 ≧ #1172 #1152 #1172
IF 左辺 ≧ 右辺 THEN "○"
ELSE "×"

限度額を超える世帯数 IF 総結果="●" THEN ""
ELSE "限度額を超える世帯数が限度額を超える世帯の被保険者数より多いため、要確認。"

IF 総結果="●" THEN ""
ELSE "限度額を超える世帯数が年間平均世帯数より大きいため、要確認。"

チェック名
限度額を超える
　世帯の基準総所得

１行目：IF 総結果="●" THEN ""
           ELSE "限度額を超える世帯の基準総所得が調整交付金の交付額の算定の基礎となる"

２行目：IF 総結果="●" THEN ""
           ELSE "基準総所得金額(Ｂ又はＣ)より大きいため、要確認。"

限度額を超える
　　　　被保険者数

IF 総結果="●" THEN ""
ELSE "限度額を超える被保険者数が年間平均被保険者数より大きいため、要確認。"

限度額を超える
　世帯の基準総所得金額

１行目：IF 総結果="●" THEN ""
           ELSE "限度額を超える世帯の基準総所得が、限度額に相当する基準総所得金額より"

２行目：IF 総結果="●" THEN ""
           ELSE "小さいため要確認。"

総結果については、チェック結果に"×"が１つあれば"×"、そうでなければ"●"とする。



 

 

 

□様式第４－２項目説明 
 

 

 「基準総所得金額」の各欄は、次によること。 

 

１ 総 括 

 

(１) この欄の目的は、算定省令第５条第１項第２号のロの規定による賦課期日の日に被保険者（令和７年４

月１日に後期高齢者医療制度に移行した者、擬制世帯主を除く。以下同じ。）である者の基準総所得金

額を集計するものであること。 

 

(２) 基準総所得金額とは、地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに同法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の３第５項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項（第35条第５項）に規定する長期（短期）譲

渡所得の金額、同法附則第35条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から地方税法第314条の２第２項の規定による控除（基礎控

除）を行った後の金額であること。 

 

(３) 保険料（税）の限度額（26万円）を超える世帯の基準総所得金額（擬制世帯主の基準総所得金額を除く。）

 は、限度額を超える所得を減額する前の基準総所得金額であること。 

 

(４) 基準総所得金額は、有所得者ごとに千円未満を切り捨てて集計すること。 

 

(５) 保険料（税）の所得割を基準総所得金額（いわゆる旧ただし書所得）以外の所得等で算定している市町

 村については、各欄に「本算定時」とあるのは「最初に基準総所得金額を把握した時」と読み替えて各

 欄の整理を行うこと。 

 

２ 各欄の記入 

（M）から（S）及び（U）は、様式第４－１の（M）から（S）及び（U）から転記されること。 

本算定の日と賦課期日の日が同日の市町村は、(N) 及び(O) の欄は入力を要しないこと。 

 

 


